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１．農政局が行う抽出検査における指導事項

① 【活動記録、金銭出納簿、領収書】

• 活動日や活動時間など記載内容の整合を確認。

• 交付金による 、活動計画書で計画され、
。

• 領収書、レシート等の を保管。
• 領収書には 。

② 【外注、資材等の購入】

• 外注（委託）や高額な購入においては、見積書、契約書、納品書、請求書等を
整理、 。

• については に実施。

③ 【総会】

• 事業年度終了後、金銭出納簿、事業報告書及び財産管理台帳により、
。

• し欠席者へ議事結果を周知。

• 日当単価や機械借上費等について を得る。

④ 【その他】

• 長寿命化で更新した施設は、 し 。
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○ 【地域資源の適切な保全管理のための推進活動】

• 活動記録に記載し、 。

２

活動開始から５年間を一区切りの期間として、その中間年（３年目）に市町村が活動の達成
状況等を点検・評価し、必要に応じて活動内容の見直しを行います。

②地域資源の適切な保全管理のための推進活動

担い手との連携強化、担い手の人材・機材を有効活用した活動の実施

農地の利用集積の進展に伴う農用地に係る管理作業 入り作等の近隣の担い手との協力・役割分担に基づく活動の実施

高齢化の進行に伴う高齢農家の農用地に係る管理作業 地域住民、土地持ち非農家等を含めた体制づくり、活動の実施

不在村地主等の遊休農地に係る管理作業 地域住民、新規・定年就農者等、新たな保全管理の担い手の確保

農業者、地域住民等が担う共同利用施設の保全管理 不在村地主との連絡・調整体制の構築、遊休農地等の有効活用

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 隣接集落との連携による相互の労力補完、広域的な活動の実施

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（１項目以上選択）

農業者（入り作農家、土地持ち非農家を含む）による検討会の開催

農業者に対する意向調査、農業者による現地調査 毎年 2 回

不在村地主との連絡体制の整備、調整、それに必要な調査

地域住民等（集落外の住民・組織等も含む）との意見交換会・ワークショップ・交流会の開催

地域住民等に対する意向調査、地域住民等との集落内調査

有識者等による研修会、有識者を交えた検討会の開催

その他（ ）

③農用地・施設の見回りを行う異常気象について

（注）

④農地維持支払における農振農用地区域外の扱い
□

　２．資源向上支払

□ 交付対象とする 交付対象としない

　（10月、１月、○月）

農用地・施設の見回りを行う異常気象の種類や程度について記載する。

活動項目 取組 実施時期

地域ぐるみで取り組む保全管理の内容　　（１項目以上選択） 取組方向　　（１項目以上選択）

推進活動

レ

レ

レ

レ

レ

レ

レ

レ

レ

レ

農地維持活動に取り組む場合、この活動は
必ず実施します。

① ②

③

５年間で実施する予定の活動項目を複数選択する場
合は、実施時期欄に「毎年①、②、③それぞれでい
ずれか１項目以上○回（○月、○月）」と記載します。



１．地域で保全していく農用地及び施設　
※対象とする農用地、施設の範囲、数量、位置

２．地域の共同活動で行う保全管理活動　
※対象とする範囲、活動の内容

３．地域の共同活動の実施体制　
※担い手農家、それ以外の農家、土地持ち非農家、
地域住民の参画等

４．地域農業の担い手の育成・確保　
※人・農地プラン等を基に、担い手、
農地集積の現状及び目標

５．適切な保全管理に向けて取り組む活動・方策
※今後、５ヶ年程度を見通し、今後の課題、目指
すべき姿、そのために取り組むべき活動・方策

（取り組むべき活動・方策の例）
 ・組織体制の強化や活動の拡大を図るための

広域組織化やＮＰＯ法人化
 ・農地や施設、地域環境を保全するための

農地周辺部の活動拡大や遊休農地の有効利用
 ・地域を守る取組の魅力を情報発信する活動、

活動への新たな参画者を募る活動
 ・地域の景観・環境の維持等、地域資源の魅力を高め、

関心を高める活動
 ・保全管理の省力化のための簡易な基盤整備や機械化、

保全管理に必要な施設整備

⑤ 【 「地域資源保全管理構想」の作成 】

• 地域資源の適切な保全管理に向けた活動を通じて、目指すべき保全管理の
　姿､取り組むべき活動・方策をとりまとめ。

農地集積の加速化等農村構造の変化の進展

農
業
・
農
村
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
維
持
・
発
揮

地
域
資
源
の
適
切
な
保
全
管
理

担い手の規模拡大・農地集約を進める環境の整備
農村構造の変化に対応した地域資源の保全管理の推進

地
域
資
源
保
全
管
理
構
想

※概ね５年後を目途に施策の実施状況の点検、効果の評価を行い、
施策の見直しに反映

活動の実施を図りつつ、
今後目指す保全管理の姿、
取り組むべき活動・方策を

とりまとめ

取組の質的・
量的な充実

必要に応じた
構想の見直し

（市町村との協定期間：５ヶ年）
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２．平成28 年度に活動期間の最終年を迎える組織への注意事項

４

○ 【地域資源保全管理構想の策定】

• 活動期間中（平成28 年度が活動終了年度の組織にあっては平成28 年度ま
で）に策定し市町村長に提出、 。

○ 【交付金の精査】

• 活動期間の最終年は、交付された交付金を有効活用するため、計画的に活動

を実施。

• ただし、翌年度を始期とする新たな事業計画の認定を受け、農地維持活動、
資源向上活動（共同、長寿命化）を継続する組織については、活動の円滑な継続
のために、残額を新たな事業計画に基づく農地維持支払交付金及び資源向上活
動（共同、長寿命化）に係る交付金の経理に含めることができます。

　　なお、残額の取り扱いについては各市町村担当者と協議が必要。

○ 【事業計画の認定又は変更申請】

• 平成29年度から については、 に
新たに事業計画の認定が必要、 29 。



３．多面的機能支払交付金による共同活動中の安全対策について

５



　参考：事故事例

６



　参考：事故事例

７



　規模が小さく高齢化が進行している活動組織においては、事務処理が困難、活動の継続を
見合わせる。
　活動組織内に事務処理を担うことができる人材がいない。
　金銭管理等の事務処理に対して大きな不安、など。

取組組織の大幅な増加による、市町村の各種事務の煩雑化が懸念される。

　このような理由から多面的機能支払への取組・継続が困難な状況。

多面的機能支払への取組の現状

○　集落と行政の事務負担の軽減と取組の拡大。
申請・報告に必要な書類作成を行う体制作り。
活動組織の広域化による事務の一括実施。
広域化により対象組織数を増やさず、取組面積を拡大。

○　活動組織の事務局機能の確保。
広域組織の代表の専任
事務処理を担当する者の確保

多面的機能支払の取組の推進に向けて
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（集落での事務）

○ 集落での活動計画の作成

○ 事務局からの指示による資料提出

○ 日当の支払い等

集落毎に活動組織を
設立する場合

広域エリアにおいて広域活動組織を　　　　　　　　
設立する場合

市町村の事務

（１）　事業計画の認定
　　　　（審査、指導を含む）

（４）　実施状況の確認及び報告

（３）　活動組織等への推進・指導
　（研修会・説明会・指導・助言）

（２）　交付金申請書等の審査
　　　　（審査・検査・通知・交付）

（１）　事業計画の認定（変更）申請

活動組織の事務

（２）　交付金の交付申請

（３）　活動の実施・記録
　　　　（活動記録、金銭出納簿、財産管理）

（４）　活動の報告

農地
農道 農地 農地

D集落B集落

農道

A集落

C集落

農地

広域活動組織

対象となる区域が２００ha以上等

市町村

活動組織

活動組織

活動組織

活動組織

老朽化が著しい
水路 老朽化が著しい水路

への重点的な活動

←申請・報告

申
請

報
告→

申
請

報
告→

申
請

報
告→

申
請

報
告→

←
交
付
金

←

交
付
金

←

交
付
金

←

交
付
金

交付金→

（A集落）

（B集落）
（D集落）

（C集落）
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（１）　事業計画の認定（変更）申請
　　　　（活動計画の取りまとめ）

事務局の事務

（２）　交付金の交付申請

（３）　活動の実施・記録
　　　　（活動記録、金銭出納簿、財産管理）

（４）　活動の報告

市町村

集落の事務

（１）　役員から構成員への連絡

（２）　集落での活動計画の作成・報告

（３）　共同活動の結果報告
　　　　（活動記録、金銭出納簿）

（４）　日当の支払い、資材等の購入・管理

事務局を地域の実情に応じて設置し、事務担当者を確保
　○ 土地改良区、ＪＡ等の既存組織への事務委託
　○ 事務員の確保

広域活動組織
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